
空
き
家
問
題
を
考
え
る

あ
な
た
の
「
家
」

ど
う
し
ま
す
か
？

○
誰
が
そ
の
住
宅
を
管
理
す
る
か
決
ま
っ

て
い
な
い
。

○
誰
が
ど
の
よ
う
に
相
続
す
る
か
決
ま
っ

て
い
な
い
。

○
空
き
家
が
老
朽
化
し
、
売
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

○
解
体
費
用
が
高
額
で
あ
る
。
な
ど

　

市
で
は
市
内
の
空
き
家
を
有
効
活
用

し
、
市
へ
の
移
住
定
住
を
促
進
す
る
た
め

に
「
伊
賀
流
空
き
家
バ
ン
ク
」
を
開
設
し

て
い
ま
す
。
現
在
、
利
用
登
録
者
（
市
内

物
件
を
探
し
て
い
る
人
）
は
全
国
で
延
べ

１
，０
０
０
世
帯
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
空
き
家
バ
ン

ク
を
通
じ
て
１
０
０

件
以
上
が
売
却
さ
れ

て
い
ま
す
。
空
き
家

を
売
り
た
い
、
借
り

た
い
、
買
い
た
い
人

は
ぜ
ひ
登
録
し
て
く

だ
さ
い
。

　
空
き
家
に
な
っ
た
後
は
、
①
家
族
で
利

用
、②
売
却
、③
第
三
者
に
貸
す
、④
解
体
、

の
い
ず
れ
か
に
な
り
ま
す
。
空
き
家
の
状

態
を
加
味
し
な
が
ら
、
放
置
す
る
こ
と
な

く
活
用
す
る
こ
と
を
最
優
先
に
考
え
、
判

断
し
ま
し
ょ
う
。

【
Ｍ
さ
ん
】

　
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
し
た
後
、
少
し

時
間
を
要
し
た
も
の
の
、
県
外
の
人
が
活

用
し
て
く
だ
さ
り
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。
こ
の
制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
、

地
域
が
活
性
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

【
Ａ
さ
ん
】

　
土
地
の
登
記
が
不
完
全
な
こ
と
に
つ
い

て
は
司
法
書
士
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、

家
の
整
理
に
つ
い
て
も
専
門
業
者
に
依
頼

す
る
こ
と
が
で
き
よ
か
っ
た
で
す
。
と
に

か
く
所
有
者
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
間
に

売
却
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
何
よ
り

で
し
た
。
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空
き
家
の
ま
ま
放
置
さ
れ
廃
屋
と
な
っ
た
家（
市
内
）

　
人
口
減
少
に
伴
い
、
空
き
家
が
増

加
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
市
内
の
65

歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
世
帯
数
は
お

よ
そ
８
，６
０
０
世
帯
で
す
。
少
子

高
齢
化
が
進
み
世
帯
数
の
減
少
が
予

想
さ
れ
る
中
、こ
の
よ
う
な
世
帯
は
、

将
来
空
き
家
に
な
る
可
能
性
が
高
い

空
き
家
予
備
軍
と
い
え
ま
す
。

　
空
き
家
の
所
有
者
に
は
適
切
な
管

理
を
行
う
義
務
が
あ
り
、
日
常
管
理

や
税
金
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
負
担
が
発

生
し
ま
す
。
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
法
律
に
基
づ
き
相
応
の
罰
則
を
課

せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
所
有
者
は
、
空
き
家
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
行
動
す
る
の

で
は
な
く
、
空
き
家
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
可
能
性
が
出
た
時
点

で
、
必
要
な
準
備
を
す
る
こ
と
で
、

課
題
を
残
さ
ず
将
来
の
負
担
を
減

ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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○
よ
く
あ
る
相
談

　
親
が
亡
く
な
っ
た
り
施
設
に
入
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
「
相

続
登
記
を
し
た
い
」、「
親
が
住
ん
で
い

た
家
を
処
分
し
た
い
の
で
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
相
談
が
多
い

で
す
。

○
土
地
や
建
物
の
登
記
に
つ
い
て

　
土
地
に
つ
い
て
は
、
境
界
が
曖
昧
で

あ
っ
た
り
登
記
上
存
在
し
て
も
ど
こ
に

あ
る
か
わ
か
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。
建
物
で
は
、
そ
も
そ
も
登
記
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
や
、
解
体
さ
れ
て
い

て
も
登
記
が
残
っ
て
い
る
も
の
も
散
見

さ
れ
ま
す
。
登
記
が
実
態
と
あ
っ
て
い

な
い
場
合
は
、
売
買
を
す
る
際
に
支
障

が
出
て
き
ま
す
。

○
相
続
登
記
に
つ
い
て

　
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
有
者

が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
、
年
数
が

経
っ
て
い
る
ほ
ど
相
続
登
記
が
複
雑
に

な
り
、
登
記
を
す
る
こ
と
自
体
が
難
し

く
な
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
あ
る
の

で
、
早
め
の
相
談
が
重
要
で
す
。

○
所
有
者
が
で
き
る
こ
と

　
法
務
局
で
は
、
土
地
と
建
物
の
登
記

が
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
ご
自
身
の

所
有
す
る
土
地
や
建
物
を
確
認
し
て
み

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
所
有
者
は
誰
か
、
土
地
や
建
物
登
記

は
合
っ
て
い
る
か
な
ど
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

○
遺
言
書
に
つ
い
て

　
終
活
ブ
ー
ム
の
影
響
を
受
け
て
、
遺

言
書
を
作
成
す
る
人
が
増
え
て
い
ま

す
。
親
戚
づ
き
あ
い
も
疎
遠
に
な
り
が

ち
な
現
代
社
会
に
お
い
て
、
親
交
の
少

な
い
親
戚
が
法
定
相
続
人
と
な
り
、
協

議
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
ケ
ー
ス
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
生
前
の
思
い
を
反
映
さ
せ
る
だ
け
で

な
く
、
遺
族
の
負
担
も
軽
減
で
き
ま
す

の
で
、
遺
言
書
の
作
成
を
検
討
し
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

○
相
続
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す

　
不
動
産
を
相
続
し
た
場
合
、
法
務
局

に
申
請
し
、
登
記
簿
上
の
名
義
を
書
き

換
え
ま
す
が
、
現
在
は
、
法
的
義
務
は

な
く
申
請
期
限
も
な
い
た
め
、
何
世
代

に
も
わ
た
っ
て
相
続
登
記
が
先
送
り
さ

れ
た
結
果
、
所
有
者
を
特
定
で
き
な
い

土
地
や
家
屋
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
社
会
情
勢
の
な
か
、
本
年
４
月

に
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

な
ど
が
可
決
成
立
し
、
相
続
登
記
の
申

請
義
務
化
な
ど
、
２
０
２
４
年
か
ら
施

行
さ
れ
る
見
通
し
で
す
。

専
門
家
に
相
続
登
記
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た

伊賀市空き家対策協議会委員
司法書士　林　克至さん

ワンストップ空き家相談会
　相続や不動産売買、リフォームなど空き家に関す
るさまざまな相談にワンストップで対応できるよう、
専門家による空き家相談会を開催します。
　関係７団体に協力いただき、各分野の専門家が一
堂に集まる貴重な機会ですので、空き家に関する悩
みがある人はぜひご利用ください。
【相談例】
○空き家を所有しているが、売却可能か除却すべき
か迷っている。 

○空き家になり数年経つが、草刈りや掃除など手入
れが大変なため売却したい。 

○近い将来空き家になる可能性があるため、相続の
事や今後どうしたらよいのか相談したい。 

○隣の空き家が管理されておらず、自分の敷地に草
が伸びてきたり、壁材などが落ちてきそうで困っ
ている。 など

【と　き】　10月２日㈯　午後 1時～ 4時
　　　　　（受付：午後０時 30分～３時 30分）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室

【内　容】　空き家に関する相談全般（売買・管理、
相続・贈与の名義変更、成年後見、土地の境界確定、
建築物の耐震・リフォーム、不動産鑑定、資産活用、
空き家の除却、空き家バンク制度など）
【相談員】　宅地建物取引士・税理士・司法書士・土
地家屋調査士・不動産鑑定士・建築士や建設業の専
門家、市職員

申込不要
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が
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決
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な
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よ
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三
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に
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、
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に
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の
状
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を
加
味
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な
が
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、
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る
こ
と
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く
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用
す
る
こ
と
を
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に
考
え
、
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バ
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に
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後
、
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時
間
を
要
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も
の
の
、
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外
の
人
が
活

用
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て
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だ
さ
り
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。
こ
の
制
度
が
積
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的
に
活
用
さ
れ
、

地
域
が
活
性
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
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】

　
土
地
の
登
記
が
不
完
全
な
こ
と
に
つ
い

て
は
司
法
書
士
を
紹
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し
て
い
た
だ
き
、

家
の
整
理
に
つ
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て
も
専
門
業
者
に
依
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す
る
こ
と
が
で
き
よ
か
っ
た
で
す
。
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に

か
く
所
有
者
が
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市
内
）

　
人
口
減
少
に
伴
い
、
空
き
家
が
増

加
し
て
い
ま
す
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現
在
、
市
内
の
65

歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
世
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数
は
お

よ
そ
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世
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で
す
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少
子
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化
が
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の
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が
予

想
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中
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な
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将
来
空
き
家
に
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る
可
能
性
が
高
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空
き
家
予
備
軍
と
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え
ま
す
。

　
空
き
家
の
所
有
者
に
は
適
切
な
管

理
を
行
う
義
務
が
あ
り
、
日
常
管
理

や
税
金
な
ど
さ
ま
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ま
な
負
担
が
発

生
し
ま
す
。
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
法
律
に
基
づ
き
相
応
の
罰
則
を
課

せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
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そ
の
た
め
所
有
者
は
、
空
き
家
に

な
っ
て
し
ま
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て
か
ら
行
動
す
る
の

で
は
な
く
、
空
き
家
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
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う
可
能
性
が
出
た
時
点

で
、
必
要
な
準
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を
す
る
こ
と
で
、

課
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を
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将
来
の
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担
を
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す
こ
と
が
で
き
ま
す
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く
、
遺
族
の
負
担
も
軽
減
で
き
ま
す

の
で
、
遺
言
書
の
作
成
を
検
討
し
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

○
相
続
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
変
わ
り
ま
す

　
不
動
産
を
相
続
し
た
場
合
、
法
務
局

に
申
請
し
、
登
記
簿
上
の
名
義
を
書
き

換
え
ま
す
が
、
現
在
は
、
法
的
義
務
は

な
く
申
請
期
限
も
な
い
た
め
、
何
世
代

に
も
わ
た
っ
て
相
続
登
記
が
先
送
り
さ

れ
た
結
果
、
所
有
者
を
特
定
で
き
な
い

土
地
や
家
屋
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
社
会
情
勢
の
な
か
、
本
年
４
月

に
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

な
ど
が
可
決
成
立
し
、
相
続
登
記
の
申

請
義
務
化
な
ど
、
２
０
２
４
年
か
ら
施

行
さ
れ
る
見
通
し
で
す
。

専
門
家
に
相
続
登
記
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た

伊賀市空き家対策協議会委員
司法書士　林　克至さん

ワンストップ空き家相談会
　相続や不動産売買、リフォームなど空き家に関す
るさまざまな相談にワンストップで対応できるよう、
専門家による空き家相談会を開催します。
　関係７団体に協力いただき、各分野の専門家が一
堂に集まる貴重な機会ですので、空き家に関する悩
みがある人はぜひご利用ください。
【相談例】
○空き家を所有しているが、売却可能か除却すべき
か迷っている。 
○空き家になり数年経つが、草刈りや掃除など手入
れが大変なため売却したい。 
○近い将来空き家になる可能性があるため、相続の
事や今後どうしたらよいのか相談したい。 
○隣の空き家が管理されておらず、自分の敷地に草
が伸びてきたり、壁材などが落ちてきそうで困っ
ている。 など

【と　き】　10月２日㈯　午後 1時～ 4時
　　　　　（受付：午後０時 30分～３時 30分）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室

【内　容】　空き家に関する相談全般（売買・管理、
相続・贈与の名義変更、成年後見、土地の境界確定、
建築物の耐震・リフォーム、不動産鑑定、資産活用、
空き家の除却、空き家バンク制度など）
【相談員】　宅地建物取引士・税理士・司法書士・土
地家屋調査士・不動産鑑定士・建築士や建設業の専
門家、市職員

申込不要
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